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精神障害者生活支援センター 運営法人 各位 

 

横浜市健康福祉局障害施設サービス課長  

 

 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた精神障害者生活支援センターの運営について（通知） 

 

 各生活支援センターにおかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け、日々御対応いた

だき、心よりお礼申し上げます。 

 神奈川県は、「新型コロナウイルス感染症に係る「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施

方針」及び感染拡大防止の徹底について」（令和２年４月８日付事務連絡 神奈川県福祉子どもみらい

局福祉部障害サービス課）のとおり、社会福祉施設等に対して事業の継続を要請しています。 

これを受け本市は、障害福祉サービス事業所等に対し、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態

宣言を踏まえた障害福祉サービス事業所等の対応について」（令和２年４月８日付健障サ第 245 号横浜

市健康福祉局障害施設サービス課）でお伝えしたように、感染拡大防止に取り組みながら、引き続き円

滑なサービス提供をいただくようお願いしているところです。 

 こうした状況を踏まえ、精神障害者生活支援センターの運営については、当面の間、次のとおりとい

たしますので、御理解、御協力いただきますようお願いいたします。 

 

１ 開館日、開所時間等について 

  原則、週６日全てを開館時間は８時間、居場所は６時間、電話相談は７時間とします。 

具体的には、令和元年度機能標準化モデル事業で実施している短時間開館日を基準とし、居場所

時間や電話相談も短時間開館日の基準に準じます。ただし、各時間設定の詳細については、上記時

間数を満たすことを条件に、各センターの判断で通常の短時間開館日と異なる設定も可とします。 

開館時間の変更で利用できなくなった利用者に対しては、必要に応じて電話等で相談対応いただ

きますよう、お願いいたします。 

なお、休館曜日につきましては、モデル事業で設定している曜日とします。 

 

２ 休止するサービスについて 

（１）食事提供 

   食事提供は、原則、休止とします。 

   食事を提供する場合においても、利用者が密集、密接することのないよう適切な距離をとるな

どの配慮や、衛生管理を徹底いただきますよう、お願いいたします。 

（２）自主事業等 

各センターの自主活動、利用者ミーティングやサークル活動等についても、当面の間、休止を

お願いします。 

 
＜裏面あり＞ 



３ 継続して実施するサービス 

（１）居場所提供、面接相談、訪問相談、電話相談 

   前述の短時間開館日の基準に準じて実施をお願いします。 

   新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活支援センターの開館時間の変更や、他の施設の

休館等で、多くの利用者が不安を抱えていることが想定されます。訪問相談や電話相談等を通じ

て、普段以上に丁寧なフォローをお願いします。 

（２）入浴、洗濯サービス 

   入浴、洗濯サービスは予約制とし、継続して実施します。 

   入浴及び洗濯は、衛生を保つために必要なサービスであり、新型コロナウイルス以外の感染症

防止においても必要であることから、サービスは継続することとします。 

   ただし、予約制とし、なるべく他の利用者と利用が重ならないよう配慮してください。また、

浴室や洗濯機の利用後は、清掃や消毒をこれまで以上に徹底してください。 

 

４ 適用期間 

  令和２年４月 11 日（土）から令和２年５月６日（水）まで 

 

５ 留意事項 

（１）実施にあたっては、各センターから利用者に対して丁寧な説明・周知をお願いします。 

（２）本通知に基づく取扱いを実施する場合は、実施期間、実施内容（実施サービスの内容・時間、

休止・縮小サービスの内容等）について、下記担当までＥメールでご連絡ください。 

（３）本取扱いは、今後の状況によって変更になる場合があります。 

 

６ 参考資料 

新型コロナウイルス感染症に係る「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」及び

感染拡大防止の徹底について（令和２年４月８日付事務連絡 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部

障害サービス課） 

 

 

 

 

担当 健康福祉局障害施設サービス課 

地域施設支援係 黒米、高田、村本 

電 話 ６７１－２４１６ 

                          E-mail kf-syochiiki@city.yokohama.jp 



事 務 連 絡  

令和２年４月８日  

 

各指定障害福祉サービス事業者 

各指定障害者支援施設        

各指定障害児通所支援事業所    管理者 様 

各指定障害児入所施設 

 各指定相談支援事業所 

神奈川県福祉子どもみらい局 

福祉部障害サービス課 

 

新型コロナウイルス感染症に係る「特措法に基づく緊急事態措置に 

係る神奈川県実施方針」及び感染拡大防止の徹底について 

 

国は新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、令和２年４月７日に「新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）」に基づく緊急事態宣言を行

いました。 

このことにより、知事は、社会福祉施設等（通所又は短期間の入所により利用される

ものに限る。）に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止その他感染防止のために必

要な措置を講ずるよう要請することができることになりました。 

しかし、社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活

を継続する上で欠かせないものであり、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に

提供されることが重要であることから、別添「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈

川県実施方針」に基づき、感染防止対策に留意の上、事業の継続を要請します。 

各事業所においては、別添の国事務連絡を踏まえ、感染防止対策の徹底を行うようお

願いします。 

なお、本事務連絡については、ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」に

掲載していますので御確認ください。 

 

【掲載場所】 

障害福祉情報サービスかながわ 

   → 書式ライブラリ 

    → １．神奈川県からのお知らせ 

     → １ 神奈川県からのお知らせ 

（http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=3&topid=1） 

文書名 新型コロナウイルス感染症に係る「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈

川県実施方針」及び感染拡大防止の徹底について 

 

 

問合せ先 

運営指導グループ 電話 045-210-4705 

福祉施設グループ 電話 045-285-0738 

事業支援グループ 電話 045-210-4717 

 



     特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針    

 
                  令和２年４月７日 

                    新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部 
 
 特措法第 32 条に基づく緊急事態宣言を受け、政府対策本部の対処方針で示さ

れた重要事項を基に、次により緊急事態措置を行う。 

 

１ 措置を実施する期間 

 令和２年４月７日～５月６日まで 

 

２ 措置の対象とする区域 

  神奈川県全域 

 

３ 実施する措置の内容 

（１）県民の外出の自粛 

法第 45 条第１項に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛

を強く要請する。また、やむを得ず外出する場合でも、「密閉」「密集」「密

接」を避ける行動を徹底することや、テレワークや時差出勤などに努めるこ

とを呼びかける。 

（２）多数の方が利用する施設の利用の制限等 

 当面は、県民の外出抑制を最優先に取り組むこととし、県民の日常生活の    

維持に必要な事業活動については、感染防止対策に留意の上、継続を要請す

る。継続を依頼する業種等の類型は、医療体制の維持、支援が必要な方々の

保護の継続、安定的な生活の確保、社会の安定の維持の観点から、別紙のと

おりとする。 

施設の利用制限について、学校については、５月６日まで原則として施設

の利用を制限し、その他の施設については、外出自粛の効果を確認しながら、

クラスターの発生状況などを見極めて実施する。 

 実施にあたっては、法第 24 条に基づき、施設の使用制限等の協力要請を

行い、その効果を見極めながら、法第 45 条第２項、３項に基づく要請、指

示を順次行い、その旨を公表する。 

（３）臨時の医療施設における医療の提供 

   新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制「神奈川モデル」では、医

療崩壊を防ぐため、入院の必要な中等症の患者を集中的に受け入れる「重点

医療機関」を設定するとともに、重症者に対しては高度医療を提供できる医

療機関の治療体制を確保し、軽症者や症状がない感染者については、自宅や

宿泊施設等での安静・療養を原則としている。 

神奈川モデルによる医療の提供にあたって、必要が生じた場合は、法第 48

条、49 条に基づき、臨時の医療施設における医療の提供、そのための土地・

建物の使用を行う。 



（４）緊急物資の運送 

   必要に応じ、法第 54 条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な物資、医

薬品、医療機器などの輸送を、指定公共機関である輸送事業者に要請、指示

を行う。 

（５）物資の売り渡しの要請 

   必要に応じ、法第 55 条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な食料、医

薬品などの物資について、所有者に対して売り渡しの要請、収用などを行

う。 

（６）生活関連物資等の価格の安定等 

   国や市町村と連携し、県民の生活に関わる物資・役務の価格の高騰や、供

給不足が生じないよう関係法令に基づく措置を行う。 

（７）その他 

   上記の他、必要に応じて、特措法に基づく措置を行う。 

 

４ 緊急事態措置を円滑に行うための取組み 

（１）県民・事業者への周知 

  〇 緊急事態措置の実施にあたり、知事から、県民・事業者に強くアピール

し、理解と協力を求める。 

 〇 ホームページ、ＳＮＳなどあらゆる媒体を活用し、県が行う緊急事態措

置の周知に努める。 

  〇 施設の利用制限の措置を行う場合は、関係団体等を通じて、周知する。 

（２）緊急事態措置に伴う影響への対応 

 〇 緊急事態措置により影響を受ける県民・事業者等に対して、国の緊急経

済対策に基づく施策などと連携し、県対策本部の緊急経済・社会対策部で、

きめ細かな支援に努める。 

  〇 売り上げ不振や生活の困窮など、県民や事業者から社会経済面からの

相談に対応するコールセンターを設置する。 

（３）医療体制の確保 

 〇 神奈川モデルによる医療供給体制を確立するため、医療機関や医療従

事者、民間事業者の理解を得て、病床や宿泊施設の確保に全力で取り組む。 

 〇 新型コロナウイルス感染症に対処する医療関係者を応援するよう、県

民に求める。 

（４）市町村との連携 

  〇 本実施方針を市町村に周知し、県民の外出の自粛の要請など、緊急事態

措置の実施に協力を求める。 

（５）県の実施体制 

  〇 ８月末まで、県が主催するイベントや県民利用施設の休止等を行う。 

緊急性のない業務の休止や延期、縮小などを徹底し、全庁を挙げて、緊    

急事態措置を含めた新型コロナウイルス対策を推進する。 



別 紙 
 

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対

応もあるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・

販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に

必要なすべての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべて

の関係者（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営

関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生

活する上で必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業

を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービ

スを提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、

通信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・

流通・ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通

販等） 

④ 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売

関係（百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集、・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

 



別 紙 
 

⑩ 就労者等の子どもを預かる施設(保育所、放課後児童クラブ、預かり保

育等を実施している幼稚園など) 

⑪ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設

備・サービス、自家用車等の整備等） 

 

４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動

を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の

事業継続を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその

他決済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管

理、航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュ

リティ関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路などの公物管理、公共工事、

廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半

導体工場など）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不

可欠なもの（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているも

のについては、感染防止に配慮して、継続する。また、医療、国民生活・

国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 



令和２年４月７日 

  

緊急事態宣言に係る知事メッセージ 

 
県民の皆さまには、これまで外出自粛のお願いにご理解・ご協力いただき、感

謝申し上げます。 

県はこれまで、LINE を使った相談体制や、神奈川モデルによる医療供給体制

の整備など、全国に類を見ない取組みにより、全力で新型コロナウイルス対策を

進めてきましたが、感染者の増加は続き、４月６日現在、県内の陽性患者数は累

計で 272 人となっています。 

首都圏を中心に感染拡大が続く中、４月７日、国は緊急事態宣言を出し、緊急

事態措置を実施すべき区域の１つに神奈川県を指定しました。 

これを受け、県は、新型コロナウイルス感染症から県民のいのちと健康を守り、

社会の混乱を避けるため、次の取組みを進めていきます。 

緊急事態宣言により、県民の皆さまにお願いする外出自粛や学校の臨時休業

の措置は、皆さま一人ひとりの「いのち」を守るために、欠かせない取組みです。

神奈川県が新型コロナウイルス感染症による緊急事態にあるという、強い危機

感を持って、適切な行動をとっていただくよう、強くお願いします。 

県は、神奈川モデルによる医療供給体制の確保に全力で取り組むほか、県民や

事業者の皆さまが抱える様々な相談に対応し、できる限りの支援を行う体制を

整えてまいります。 

県民や事業者の皆さまとともに、力を結集し、県民総ぐるみで、この難局を乗

り切っていきましょう。 

 

１ オーバーシュート（感染爆発）を回避するために 

①  県民の皆さまへ 

県民の皆さま一人ひとりが、８割程度の接触機会の低減を果たせば、１か

月でコロナウイルス感染症は収束できると言われています。そこで、５月６

日までの間、生活のために必要な場合を除き、外出（特に夜間）を自粛する

ことを強く要請します。 

 生活に必要な外出とは、食料や日用品の買い物、医療機関の受診、通勤な

どが考えられますが、皆さまの生活習慣に応じて適切に判断してください。 

 外出の際は「密閉」「密集」「密接」を避けて行動してください。 

 仕事はできるだけ自宅でできるよう工夫をお願いします。 

 また、食料や日用品など、生活に必要な物資が購入できなくなることはあ

りませんので、必要以上の買いだめは控えてください。 

 キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設、繁華街の接待を伴う飲食店等は、

感染拡大の原因となる可能性がありますので、利用を自粛してください。 

 さらに、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいでの移動は極力避け

てください。 



② 多くの人が利用する施設の管理者の皆さまへ 

   「密閉」「密集」「密接」の場面を避け、感染防止対策の徹底をお願いし

ます。 

今後、県民の外出自粛の効果や、クラスターの発生状況によっては、施

設利用やイベントの実施制限などをお願いすることがあります。 

 

２ 医療崩壊を防ぐために 

・ コロナウイルスで症状の重い方や、一般の治療が必要な方が医療の提供が

受けられない、いわゆる医療崩壊の事態は絶対に避けなければなりません。 

・ 県では、新型コロナウイルス感染症の患者が大幅に増えたときに備え、治

療が必要な方に適切な医療を提供できる病床を確実に確保するため、新型コ

ロナウイルス感染症に対応する医療体制「神奈川モデル」を整備しました。 

・ この医療モデルでは、入院の必要な中等症の患者を集中的に受け入れる

「重点医療機関」を設定するとともに、重症者に対しては、高度医療を提供

できる医療機関の治療体制を確保し、軽症者や症状のない方については、自

宅や宿泊施設等での安静・療養をお願いしています。 

・ 医療関係者の皆さまには、急を要しない入院や手術をできうる限り抑制・

延期して医療スタッフと病床を確保することや、重点医療機関への人的支援

など、神奈川モデルの実施に向け、ご理解とご協力をお願いします。 

・ また、県民の皆さまには、新型コロナウイルス感染症への対応にあたって

いる医療機関や宿泊施設等の活動を全力で応援いただくとともに、スタッフ

やご家族等への誤解や偏見に基づく差別を行わないようお願いします。 

 

３ 県民の生活や県内の経済を守るために 

・ 県民の安定的な生活を確保するため、医療や介護、ライフライン、食料品

や日用品の販売、金融や物流などの県民の生活に関わりの深い事業者の皆様

には、引き続き業務を継続いただくようお願いします。 

  また、こうした事業者のお子さんを預かる保育所等においては、引き続き

業務の継続をお願いします。 
・ 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部に「緊急経済・社会対策部」

を設置し、消費の低迷や精神的なストレスの高まりなど、新型コロナウイル

ス感染症による影響を早期に回復させるための取組みを進めます。 
・ 専門のコールセンターを設置し、県民や事業者の皆さまの様々な相談にお

答えします。（別紙） 
・ 国の緊急経済対策も踏まえ、早急に追加の補正予算を準備し、対応してい

きます。 
・ 採用内定の取消や職を失った方を対象に、生活費を得ながら新たな就職活

動ができるよう、県の非常勤職員として最大 100 人の緊急雇用を実施しま

す。 



新型コロナウイルス感染症コールセンター

１：症状がある方や健康・
　　医療に関するお問合せ

２：緊急事態宣言や特別
　　措置法に関するお問合せ

３：経営相談に関する
　　お問合せ

　０４５－２８５－０５３６

４：その他のお問合せ

帰国者・接触者相談窓口

平日及び休日24Ｈ

　平日（8：30～17:15）

　　各保健福祉事務所

　平日夜間、休日

　　０４５－２８５－１０１５

新型コロナウイルス感染症
専用ダイヤル

１　　：平日及び休日
　　　（9:00～21:00）
２～４：平日
　　　（9:00～17:00）

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

次のいずれかの症状がある方

･風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
（解熱剤を飲み続けなければいけない時を含む）

･強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。

別 紙
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事 務 連 絡 

令和２年４月７日 

 

 

  都道府県   

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課   

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２） 

 

 

社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活

を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利

用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。 

このため、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応につ

いては、主に、 

・ 「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医

療機関、社会福祉施設等の対応について」（令和２年２月 28日付厚生労働省

医政局ほか事務連絡）等において、感染防止対策（咳エチケット、手洗い、

アルコール消毒等）等 

・ 「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」（令和

２年３月６日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）において、感
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染が疑われる者が発生した場合における留意事項 

をお示ししてきたところである。 

 

本日、新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型インフルエンザ等対策

特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣

言を行い、同日付で改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対

処方針」（令和２年３月 28日付新型コロナウイルス感染症対策本部決定）に

おいて、高齢者施設等における感染防止の徹底に関し周知徹底を行うことと

されていることも踏まえ、社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取

組について、感染者が発生した場合の留意事項も含め再度整理したので、別

紙のとおりお示しする。 

 

なお、社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応等について、

これまでお示しした事務連絡等を別添参考の通り整理したので、改めて参照

頂き、適切に対応して頂きたい。 
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社会福祉施設等（入所施設・居住系サービス）における 

感染防止に向けた対応について 

 

１．感染防止に向けた取組 

感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向

けた取組を行うことが重要である。 

（1）施設等における取組 

（感染症対策の再徹底） 

○ 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、日頃から利用者の健康の状

態や変化の有無等に留意すること。 

○ 介護保険施設においては、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会の開催等により、感染拡大防止に向けた取組方針の再

検討や各施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

に基づく取組の再徹底を行うこと。 

○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職

員が連携し取組を進めること。 

○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、

症状出現後の接触者リスト、利用者のケア記録（体温、症状等がわかるもの）、

直近 2 週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準備しておくこと。 

○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、す

みやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、 発

熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示

を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。 

 

（面会及び施設への立ち入り） 

○ 面会については 、感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を

除き、制限すること。テレビ電話等の活用を行うこと等の工夫をすることも検

討すること。面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合

には面会を断ること。 

○ 委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所

で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測して

もらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。 

○ 面会者や業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について

は、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録し

ておくこと。 

別紙 



 

4 

 

（2）職員の取組 

（感染症対策の再徹底） 

○ 職員、利用者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性

があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、ア

ルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設に

おける感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。 

○ 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出

勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっ

ては、解熱後 24 時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまで

は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引

き続き当該職員の健康状態に留意すること。 

該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努めるこ

と。 

ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提

供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員、調理員等、当該事業所のす

べての職員やボランティア等含むものとする。 

○ 発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、「「 新型コロナウ

イルス 感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」（令和

２年２月 17 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連

絡）を踏まえて適切に対応すること。 

○ 職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要

であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まること

を避ける等の対応を徹底すること。 

○ 職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接

する際にはマスクを着用すること。食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をす

る場合、他の職員と一定の距離を保つこと。 

 

（３）リハビリテーション等の実施の際の留意点 

○ 社会福祉施設等においては、利用者の廃用症候群防止や ADL 維持等の観点か

ら、一定のリハビリテーション又は機能訓練や活動を行うことは重要である一

方、感染拡大防止の観点から、「３つの密」（「換気が悪い密閉空間」、「多数が集

まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」）を避ける必要がある

ことから、リハビリテーション等共有スペースで実施する場合は、以下に留意

するものとする。 
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 ・ リハビリテーション等の実施に当たっては、可能な限り同じ時間帯、同じ

場所での実施人数を減らす。 

 ・ 定期的に換気を行う。 

 ・ 利用者同士の距離について、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距

離を保つ。 

 ・ 声を出す機会を最小限にすることや、声を出す機会が多い場合は咳エチケ

ットに準じてマスクを着用することを考慮する。 

 ・ 清掃を徹底し、共有物（手すり等）については必要に応じて消毒を行う。  

 ・ 職員、利用者ともに手指衛生の励行を徹底する。 

 

 

２．新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組 

  社会福祉施設等の利用者等（当該施設等の利用者及び職員等をいう。）に新型コロ

ナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、保健所の指示に従うととも

に、協力医療機関にも相談し、以下の取組を徹底する 

  なお、特段の記載（【 】の中で記載しているもの。）がない限り、新型コロナウ

イルス感染が疑われる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記

載のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み

替えるものとする。 

 ※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」： 

社会福祉施設等の利用者等であって、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以

上（高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については２日程度）続い

ている者又は強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある者、医師が総

合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR 陽性等

診断が確定するまでの間の者。 

 

（1）情報共有・報告等の実施 

○ 利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、速やかに

施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権

者（障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給決定を行う市町村を

含む。以下同様。）への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を

行うこと。 

  【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、「帰国者・接触

者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。速やかに施設長等への

報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を



 

6 

行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】 

 

(2) 消毒・清掃等の実施 

○ 新型コロナウイルス感染者の居室及び当該利用者が利用した共用スペー

スについては、消毒・清掃を実施する。具体的には、手袋を着用し、消毒

用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿

式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴

霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わ

ないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。

または、次亜塩素酸ナトリウム液（0.05％）で清拭後、水拭きし、乾燥さ

せる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。 

 

(3) 積極的疫学調査への協力等 

○ 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者

等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録や面会者の

情報の提供等を行うこと。 

  【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等に

おいて、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者等を特定するこ

と。濃厚接触が疑われる者については、以下を参考に特定すること。 

 ・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があっ

た者 

・ 適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、

看護若しくは介護していた者 

・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄

物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者】 

 

 (4) 新型コロナウイルス感染症の感染者等への適切な対応の実施 

○ 感染者等については、以下の対応を行う。 

① 職員の場合の対応 

職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっ

ては自治体の判断に従うこととなること※。 

【感染が疑われる職員については、「帰国者・接触者相談センター」に電

話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われ

る場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】 

 



 

7 

② 利用者の場合の対応 

利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、高齢者や

基礎疾患を有する者等である場合には原則入院することとなるが、それ以

外の者については症状等によっては自治体の判断に従うこととなること※。 

【感染が疑われる利用者については、「帰国者・接触者相談センター」に

電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑わ

れる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】 

 

※ 「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象

並びに自治体における対応に向けた準備について」（令和２年４月２日付け

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）において、地

域での感染拡大の状況によっては、高齢者や基礎疾患を有する者など以外の

方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には自宅での安静・療養を原則

としつつ、高齢者や基礎疾患を有する者等への家庭内感染のおそれがある場

合等には、入院措置を行うものとする旨が示されている。 

 

(5) 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等への適切な対応の実施 

○ 濃厚接触者等については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。 

なお、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察することとし

ており、以下の対応は感染者との最終接触から 14 日間行うことが基本となる

が、詳細な期間や対応については保健所の指示に従うこと。 

① 職員の場合の対応 

保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保

健所の指示に従うこと。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等

も踏まえ、保健所の指示に従う。 

【なお、濃厚接触が疑われる段階においては、発熱等の症状がある場合

は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。また、発熱等の症状がない場

合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。】 

 

② 利用者の場合の対応 

保健所により濃厚接触者とされた利用者については、以下の対応を行

う。 

・ 当該利用者については、原則として個室に移動する。 

・ 有症状となった場合は、速やかに別室に移動する。 

・ 個室が足りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室とする。 
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・ 個室管理ができない場合は、濃厚接触者にマスクの着用を求めた上

で、「ベッドの間隔を 2m 以上あける」または「ベッド間をカーテンで仕

切る」等の対応を実施する。 

・ 濃厚接触者が部屋を出る場合はマスクを着用し、手洗い、アルコール

消毒による手指衛生を徹底する。 

・ 当該利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当

職員を分けて対応を行う。 

・ 職員のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化す

るおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。 

・ 当該利用者へのケアに当たっては、部屋の換気を１、２時間ごとに５

～10 分間行うこととする。また、共有スペースや他の部屋についても窓

を開け、換気を実施する。 

・ 職員は使い捨て手袋とマスクを着用する。咳込みなどがあり、飛沫感

染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロ

ン、ガウン等を着用する。 

・ 体温計等の器具は、可能な限り当該利用者専用とする。その他の利用

者にも使用する場合は、消毒用エタノールで清拭を行う。 

・ ケアの開始時と終了時に、（液体）石けんと流水による手洗いまたは消

毒用エタノール による手指消毒を実施する。手指消毒の前に顔（目・

鼻・口）を触らないように注意する。「１ケア１手洗い」、「ケア前後の手

洗い」を基本とする。 

・ 濃厚接触者のうち有症状者については、リハビリテーション等は実施

しないこと。無症状者については、利用者は手洗い、アルコール消毒に

よる手指消毒を徹底し、職員は適切な感染防護を行った上で個室又はベ

ッドサイドにおいて、実施も可能であること。 

 

＜個別のケア等の実施に当たっての留意点＞ 

濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意す

る。 

(ⅰ)食事の介助等 

・ 食事介助は、原則として個室で行うものとする。 

・ 食事前に利用者に対し、（液体）石けんと流水による手洗い等を実施す

る。 

・ 食器は使い捨て容器を使用するか、または、濃厚接触者のものを分け

た上で、熱水洗浄が可能な自動食器洗浄機を使用する。 
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・ まな板、ふきんは、洗剤で十分洗い、熱水消毒するか、次亜塩素酸ナ

トリウム液に浸漬後、洗浄する。 

 

(ⅱ)排泄の介助等 

・ 使用するトイレの空間は分ける。 

・ おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加

え、マスク、使い捨てエプロンを着用する。 

・ おむつは感染性廃棄物として処理を行う。 

※ ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とする。（使用後ポー

タブルトイレは洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液等で処理を行う。） 

 

(ⅲ)清潔・入浴の介助等 

・ 介助が必要な場合は、原則として清拭で対応する。清拭で使用したタ

オル等は熱水洗濯機（80℃10 分間）で洗浄後、乾燥を行うか、または、

次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。 

・ 個人専用の浴室で介助なく入浴ができる場合は、入浴を行ってもよ

い。その際も、必要な清掃等を行う。 

 

(ⅳ)リネン・衣類の洗濯等 

・ 当該利用者のリネンや衣類については、その他の利用者と必ずしも分

ける必要はないが、熱水洗濯機（80℃10 分間）で処理し、洗浄後乾燥さ

せるか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。 

・ 当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のゴミの処理は、ビニール袋に

入れて感染性廃棄物として処理を行う。 
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社会福祉施設等（通所・短期入所等のサービス）における 

感染防止に向けた対応について 

 

１．感染防止に向けた取組 

感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向

けた取組を行うことが重要である。 

（1）施設等における取組 

（感染症対策の再徹底） 

○ 社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大

防止に向けた取組の再徹底を行うこと。 

○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職

員が連携し取組を進めること。 

○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、

症状出現後の接触者リスト、利用者のケア記録（体温、症状等がわかるもの）、

直近 2 週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準備しておくこと。 

○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、す

みやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発

熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示

を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。 

 

（施設への立ち入り） 

○ 委託業者等については、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所

で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測して

もらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。 

○ 業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染

者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこ

と。 

 

（2）職員の取組 

（感染対策の再徹底） 

○ 職員、利用者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性

があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、ア

ルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設に

おける感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。 

○ 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出
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勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっ

ては、解熱後 24 時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまで

は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引

き続き当該職員の健康状態に留意すること。 

該当する職員については、管理者等に報告し、確実な把握を行うよう努める

こと。 

ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提

供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職

員やボランティア等含むものとする。 

○ 発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、「「 新型コロナウ

イルス 感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」（令和

２年２月 17 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連

絡）を踏まえて適切に対応すること。 

○ 職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要

であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まること

を避けるようにすること。 

○ 職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接

する際にはマスクを着用すること。食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をす

る場合、他の職員と一定の距離を保つこと。 

 

（３）ケア等の実施に当たっての取組 

（基本的な事項） 

○ 感染拡大防止の観点から、「３つの密」（「換気が悪い密閉空間」、「多数が集ま

る密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」）を避ける必要があるこ

と等から、以下に留意し実施すること。 

 ・ 可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らす。 

 ・ 定期的に換気を行う。 

 ・ 互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保つ等、利用者同士の距

離について配慮する。 

 ・ 声を出す機会を最小限にすることや、声を出す機会が多い場合は咳エチケ

ットに準じてマスクを着用することを考慮する。 

 ・ 清掃を徹底し、共有物（手すり等）については必要に応じて消毒を行う。 

 ・ 職員、利用者ともに手洗い、アルコール消毒による手指消毒を徹底する。 
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（送迎時等の対応等） 

○ 社会福祉施設等の送迎に当たっては、送迎車に乗る前に、本人・家族又は職

員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る取扱いとす

る。 

○ 過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸

器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が

解消した場合であっても、引き続き当該利用者の健康状態に留意すること。 

○ 送迎時には、窓を開ける等換気に留意するとともに、送迎後に利用者の接触

頻度が高い場所（手すり等）の消毒を行う。 

○ 発熱により利用を断った利用者については、社会福祉施設等から当該利用者

を担当する居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等（以下「居宅介護支援事

業所等」という。）に情報提供を行い、当該居宅介護支援事業所等は、必要に応

じ、訪問介護等の提供を検討する。 

○ 市区町村や社会福祉施設等においては、都道府県や衛生主管部局、地域の保

健所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援

の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等において必要な対応がとられ

るように努めるものとする。 

 

（リハビリテーション等の実施の際の留意点） 

○ 社会福祉施設等においては、利用者の廃用症候群防止や ADL 維持等の観点か

ら、一定のリハビリテーション又は機能訓練や活動を行うことは重要である一

方、感染拡大防止の観点から、基本的事項における「３つの密」を避ける取組

を踏まえ実施すること。 

 

２．新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合の取組 

  社会福祉施設等の利用者等（当該施設等の利用者及び職員等をいう。）に新型コロ

ナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、感染拡大防止の観点から、以

下の取組を徹底する。 

  なお、特段の記載（【 】の中で記載しているもの。）がない限り、新型コロナウ

イルス感染が疑われる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記

載のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み

替えるものとする。 

 ※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」： 

社会福祉施設等の利用者等であって、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以

上（高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については２日程度）続い
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ている者又は強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある者、医師が総

合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR 陽性等

診断が確定するまでの間の者。 

 

(1) 情報共有・報告等の実施 

○ 利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該事業

所等は、速やかに管理者等への報告を行い、当該事業所内での情報共有を行

うとともに、指定権者（障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給

決定を行う市町村を含む。以下同様。）への報告を行うこと。また、当該利用

者の家族等に報告を行うこと。 

○ また、当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行う

こと。 

【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、「帰国者・接触

者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。速やかに管理者等への

報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を

行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】 

 

(2) 消毒・清掃等の実施 

○ 新型コロナウイルス感染者の居室及び当該利用者が利用した共用スペー

スについては、消毒・清掃を実施する。具体的には、手袋を着用し、消毒

用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿

式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴

霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わ

ないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。

または、次亜塩素酸ナトリウム液（0.05％）で清拭後、水拭きし、乾燥さ

せる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。 

 

 (3) 積極的疫学調査への協力 

○ 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者

等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録の提供等を

行うこと。 

  【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等に

おいて、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者等を特定するこ

と。濃厚接触が疑われる者については、以下を参考に特定すること。 

 ・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があっ
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た者 

・ 適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、

看護若しくは介護していた者 

・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄

物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

特定した利用者については、居宅介護支援事業所等に報告を行うこと。】 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の感染者への適切な対応の実施 

○ 感染者については、以下の対応を行う。 

ア 職員の場合の対応 

職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっ

ては自治体の判断に従うこととなること。 

【感染が疑われる職員については、「帰国者・接触者相談センター」に電

話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われ

る場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】 

イ 利用者の場合の対応 

利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、原則入院

することとなること。 

【感染が疑われる利用者については、「帰国者・接触者相談センター」に

電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑わ

れる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】 

 

(5) 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者への適切な対応の実施 

○ 濃厚接触者については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。 

ア 職員の場合の対応 

保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保

健所の指示に従う。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏

まえ、保健所の指示に従う。 

【なお、濃厚接触が疑われる段階においては、発熱等の症状がある場合

は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。また、発熱等の症状がない場

合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。】 

イ 利用者の場合の対応 

保健所により濃厚接触者とされた利用者については、以下の対応を行

う。 

・ 自宅待機を行い、保健所の指示に従う。居宅介護支援事業所等は、保
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健所と相談し、生活に必要なサービスを確保する。 

・ なお、短期入所利用者においては、必要に応じ、入所施設・居住系サ

ービスと同様の対応を行うこと。  
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社会福祉施設等（居宅を訪問して行うサービス）における 

感染防止に向けた対応について 

 

１．感染防止に向けた取組 

感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向

けた取組を行うこと重要である。 

（1）施設等における取組 

（感染対策の再徹底） 

○ 社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大

防止に向けた取組の再徹底を行うこと。 

○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職

員が連携し取組を進めること。 

○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、

利用者のケア記録（体温、症状等がわかるもの）、直近 2 週間の勤務表等の記録

を準備しておくこと。 

○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、す

みやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、 発

熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、 保健所に報告して指示

を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。 

 

（2）職員の取組 

（感染症対策の再徹底） 

○ 職員、利用者のみならず、委託業者等、職員などと接触する可能性があると

考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール

消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感

染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。 

○ 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出

勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっ

ては、解熱後 24 時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまで

は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引

き続き当該職員の健康状態に留意すること。 

該当する職員については、管理者等に報告し、確実な把握を行うよう努める

こと。 

ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提

供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職
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員やボランティア等含むものとする。 

○ 発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、「「 新型コロナウ

イルス 感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」（令和

２年２月 17 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連

絡）を踏まえて適切に対応すること。 

○ 職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要

であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まること

を避ける等の対応を徹底すること。 

○ 職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接

する際にはマスクを着用すること。 

 

（３）ケア等の実施に当たっての取組 

（基本的な事項） 

○ サービスを提供する際は、その提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が

本人の体温を計測し（可能な限り事前に計測を依頼することが望ましい）、発熱

が認められる場合には、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の

目安」を踏まえた対応について」（令和２年２月 17 日厚生労働省子ども家庭局

総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡 ）を踏まえた適切な相談及び受診を

行うよう促すとともに、サービス提供に当たっては以下の点に留意すること。 

・ サービスを行う事業者等は、保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事

業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させ

てサービスの提供を継続すること。 

・ サービスを提供する者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した

際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。 

・ サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗い、マスク

の着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行う

と同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫

を行うこと。 

・ 可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行うこ

と。 

 

２．新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合の取組 

社会福祉施設等の利用者等（当該施設等の利用者及び職員等をいう。）に新型コロ

ナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、感染拡大防止の観点から、以下

の取組を徹底する。 
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なお、特段の記載（【 】の中で記載しているもの。）がない限り、新型コロナウイ

ルス感染が疑われる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記載

のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み替え

るものとする。 

※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」： 

社会福祉施設等の利用者等であって、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以

上（高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については２日程度）続いて

いる者又は強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある者、医師が総合的

に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR 陽性等診断が

確定するまでの間の者。 

 

(1) 情報共有・報告等の実施 

○ 利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該事業

所等は、速やかに管理者等への報告を行い、当該事業所内での情報共有を行

うとともに、指定権者（障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給

決定を行う市町村を含む。以下同様。）への報告を行うこと。また、当該利用

者の家族等に報告を行うこと。 

○ また、当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行

う。 

【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、「帰国者・接触

者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。速やかに管理者等への

報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を

行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】 

 

(2) 積極的疫学調査の協力 

○ 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者

等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録の提供等を

行うこと。 

  【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等に

おいて、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員を特定すること。濃

厚接触が疑われる職員については、以下を参考に特定すること。 

 ・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があっ

た者 

・ 適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を看護若

しくは介護していた者 
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・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄

物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者】 

 

(3) 新型コロナウイルス感染症の感染者への適切な対応の実施 

○ 感染者については、以下の対応を行う 

① 職員の場合の対応 

職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっ

ては自治体の判断に従うこととなること。 

【感染が疑われる職員については、「帰国者・接触者相談センター」に電

話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われ

る場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】 

 

② 利用者の場合の対応 

利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、原則入院

することとなること。 

【感染が疑われる利用者については、「帰国者・接触者相談センター」に

電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑わ

れる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者への適切な対応の実施 

○ 濃厚接触者については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。 

なお、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察することとし

ており、以下の対応は感染者との最終接触から 14 日間行うことが基本となる

が、詳細な期間については保健所の指示に従うこと。 

 

① 職員の場合の対応 

保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保

健所の指示に従う。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏

まえ、保健所の指示に従う。 

【感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員のうち発熱等の症状

がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。発熱等の症状が

ない場合であっても、保健所と相談の上、可能な限りサービス提供を行

わないことが望ましい。】 

 

② 利用者の場合の対応 
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保健所により濃厚接触者とされた利用者については、居宅介護支援事業

所等が、保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保する。その際、保

健所とよく相談した上で、訪問介護等の必要性を再度検討すること。 

 

検討の結果、必要性が認められ、サービスを提供することとなる場合に

は、以下の点に留意すること。 

・ サービスを提供する者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感

染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。 

・ サービスの提供に当たっては、 地域の保健所とよく相談した上で、そ

の支援を受けつつ、訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策を徹

底すること。具体的には、 サービス提供前後における手洗い、マスクの

着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行

うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすため

の工夫を行うこと。 

 

＜サービス提供にあたっての留意点＞ 

・ 自身の健康管理に留意し、出勤前に各自で体温を計測して、発熱や

風邪症状等がある場合は出勤しないこと。 

・ 濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担

当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行う。 

・ 訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫を行う。やむを得ず長時

間の見守り等を行う場合は、可能な範囲で当該利用者との距離を保つ

ように工夫する。 

・ 訪問時には、換気を徹底する。 

・ ケアに当たっては、職員は使い捨て手袋とマスクを着用すること。

咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じて

ゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用する。 

・ 体温計等の器具については、消毒用体温計等の器具については、消

毒用エタノールで清拭を行う。 

・ サービス提供開始時と終了時に、（液体）石けんと流水による手洗い

または消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。手指による手指

消毒を実施する。手指消毒の前に顔（目・鼻・口）を触らないように

注意する。「１ケア１手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする。 
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＜個別のケア等の実施に当たっての留意点＞ 

濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意

すること。 

(ⅰ)食事の介助等 

・ 食事前に利用者に対し、（液体）石けんと流水による手洗い等を実

施する。 

・ 食事は使い捨て容器を使用するか、自動食器洗浄器の使用、また

は、洗剤での洗浄を行う。 

・ 食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫を行う。 

(ⅱ) 排泄の介助等 

・ おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋

に加え、マスク使い捨てエプロンを着用する。 

(ⅲ) 清潔・入浴の介助等 

・ 介助が必要な者（訪問入浴介護を利用する者を含む）について

は、原則清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は、手袋とマス

クを着用し、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾燥させる。 

(ⅳ) 環境整備 

・ 部屋の清掃を行う場合は、手袋を着用し、消毒用エタノールで清

拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、

乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧に

ついては、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行

わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清

拭し、消毒を行う。または、次亜塩素酸ナトリウム液（0.05％）で

清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その

指示に従うこと。 



利用者の状況に応じた対応について（入所施設・居住系）

(1)施設等における
取組

（感染症対策の再徹底）
○ 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意

○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携して推進

○ 積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者リスト、ケア記録、勤務表、施設内に出入りした者の記録
等を準備

（面会及び施設への立ち入り）
○ 面会は、緊急やむを得ない場合を除き、制限すること。テレビ電話等の活用を行うこと等の工夫をすることも検討

○ 委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合について
は、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断る

○ 面会者や業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について、積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録

(2)職員の取組

（感染症対策の再徹底）
○ 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消
毒等を徹底

○ 出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底

○ 感染が疑われる場合は、「 新型コロナウイルス 感染症についての相談・受診の目安」を踏まえて適切に対応

○ 職場外でも感染拡大を防ぐための取組が重要。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の
対応を徹底

(3)リハビリテー
ション等の実施の
際の留意点

○ ADL維持等の観点から、リハビリテーション等の実施は重要である一方、感染拡大防止の観点から、「３つの密」（「換気が悪い
密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」）を避ける必要

○ 可能な限り同じ時間帯・同じ場所での実施人数の縮小、定期的な換気、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離の確保、声
を出す機会の最小化、声を出す機会が多い場合のマスク着用、清掃の徹底、共有物の消毒の徹底、手指衛生の励行の徹底

１．感染防止に向けた取組

入所施設等

1



定義
(1)情報共有
・報告等

(2)消毒
・清掃等

(3)積極的疫学調
査への協力等

(4)感染者への対応／(5)濃厚接触者への対応

職員 利用者

感染者
医療機関が特定

・ＰＣＲ陽性の者

・利用者等（利用者・
職員）に発生した場
合、速やかに施設長
等に報告し、施設内
で情報共有

・指定権者、家族等に
報告

・居室及び利
用した共用ス
ペースを消
毒・清掃。手
袋を着用し、
消毒用エタ
ノールまたは
次亜塩素酸ナ
トリウム液で
清拭等

・保健所の指
示がある場合
は指示に従う

・利用者等に発生
した場合、保健所
の指示に従い、濃
厚接触者の特定に
協力

・可能な限り利用
者のケア記録や面
会者の情報を提供

・原則入院
（症状等によっては自
治体の判断に従う）

・原則入院。高齢者や基礎疾患を有する者等以外の者に
ついては症状等によっては自治体の判断

感染が疑
われる者

施設等が判断

・風邪の症状や37.5
度以上の発熱が２
日程度続いている
者又は強いだるさ
や息苦しさがある
者、医師が総合的
に判断した結果感
染を疑う者

※ＰＣＲ陽性等診断
が確定前の者

・利用者等に発生した
場合、「相談セン
ター」（帰国者・接
触者相談センター）
に電話連絡し、指示
を受ける

・速やかに施設長等に
報告し、施設内で情
報共有

・指定権者、家族等に
報告

・利用者等に発生
した場合、当該施
設等において、感
染が疑われる者と
の濃厚接触が疑わ
れる者を特定

・「相談センター」に電話連絡し、指示を受ける

濃厚接触
者

保健所が特定

・感染者と同室・長
時間接触

・適切な防護無しに
感染者を診察、看
護、介護

・感染者の気道分泌
液等に直接接触

－ － －

・自宅待機を行い、保
健所の指示に従う

・職場復帰時期につい
ては、発熱等の症状
の有無等も踏まえ、
保健所の指示に従う

・原則として個室に移動。個室が足りない場合は、症状
のない濃厚接触者を同室に。個室管理ができない場合、
マスク着用、ベッド間隔を2m以上あける等の対応。部
屋を出る場合はマスクを着用し、手指衛生を徹底

・可能な限りその他利用者と担当職員を分けて対応

・ケアに当たっては、部屋の換気を十分に実施

・職員は使い捨て手袋とマスクを着用。飛沫感染のリス
クが高い状況では、必要に応じてゴーグル等を着用

・体温計等の器具は、可能な限り専用に

・ケアの開始時と終了時に、石けんと流水による手洗い
等による手指消毒を実施。手指消毒の前に顔を触らな
いように注意。「１ケア１手洗い」等が基本

・有症状者については、リハビリテーション等は実施し
ない。無症状者については、手指消毒を徹底した上で、
職員は使い捨て手袋とマスクを着用し個室等において、
実施も可能

※保健所と相談の上、対応

※個別ケア等実施時の留意点は別添のとおり

感染が疑
われる者
との濃厚
接触が疑
われる者

施設等が特定

・「感染が疑われる
者」と同室・長時
間接触

・適切な防護無しに
「感染が疑われる
者」を診察、看護、
介護

・「感染が疑われる
者」の気道分泌液
等に直接接触

－ － －

・発熱等の症状がある
場合は、自宅待機を
行い、保健所の指示
に従う。復帰時期に
ついては上欄に同じ

・発熱等の症状がない
場合は、保健所と相
談の上、疑われる職
員数等の状況も踏ま
え対応

２．新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組 入所施設等
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利用者の状況に応じた対応について（通所系・短期入所）

(1)施設等における
取組

（感染症対策の再徹底）
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携して推進

○ 積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者リスト、ケア記録、勤務表、施設内に出入りした者の記録
等を準備

（施設への立ち入り）
○ 委託業者等による物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体
温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断る

○ 業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について、積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録

(2)職員の取組

（感染症対策の再徹底）
○ 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消
毒等を徹底

○ 出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底

○ 感染が疑われる場合は、「 新型コロナウイルス 感染症についての相談・受診の目安」を踏まえて適切に対応

○ 職場外でも感染拡大を防ぐための取組が重要。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の
対応を徹底

(3)ケア等の実施時
の取組

（基本的な事項）
○ 感染拡大防止の観点から、「３つの密」（「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密
接場面」）を避ける必要があり、可能な限り同じ時間帯・同じ場所での実施人数の縮小、定期的な換気、互いに手を伸ばしたら手が届
く範囲以上の距離の確保等の利用者同士の距離への配慮、声を出す機会の最小化、声を出す機会が多い場合のマスク着用、清掃の徹底、
共有物の消毒の徹底、手指衛生の励行の徹底

（送迎時等の対応等）
○ 送迎車に乗る前に、本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る

○ 送迎時には、窓を開ける等換気に留意。送迎後に利用者の接触頻度が高い場所（手すり等）を消毒

○ 発熱により利用を断った利用者については、居宅介護支援事業所に情報提供。同事業所は必要に応じ、訪問介護等の提供を検討

○ 市区町村や社会福祉施設等においては、都道府県や衛生主管部局 、地域の保健所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確
保・調整等、利用者支援の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等において必要な対応がとられるように努める

（リハビリテーション等の実施の際の留意点）
○ ADL維持等の観点から、リハビリテーション等の実施は重要である一方、感染拡大防止の観点から、「３つの密」を避ける必要

１．感染防止に向けた取組

通所系等
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定義
(1)情報共有
・報告等

(2)消毒
・清掃等

(3)積極的疫学調
査への協力等

(4)感染者への対応／(5)濃厚接触者への対応

職員 利用者

感染者
医療機関が特定

・ＰＣＲ陽性の者

・利用者等に発生した
場合、速やかに管理
者等に報告し、施設
内で情報共有

・指定権者、家族等に
報告

・主治医及び居宅介護
支援事業所に報告

・居室及び利
用した共用ス
ペースを消
毒・清掃。手
袋を着用し、
消毒用エタ
ノールまたは
次亜塩素酸ナ
トリウム液で
清拭等

・保健所の指
示がある場合
は指示に従う

・利用者等に発生
した場合、保健所
の指示に従い、濃
厚接触者の特定に
協力

・可能な限り利用
者のケア記録や面
会者の情報を提供

・原則入院
（症状等によっては自治
体の判断に従う）

・原則入院。高齢者や基礎疾患を有する者等以外の
者については症状等によっては自治体の判断

感染が疑
われる者

施設等が判断

・風邪の症状や37.5
度以上の発熱が２
日程度続いている
者又は強いだるさ
や息苦しさがある
者、医師が総合的
に判断した結果感
染を疑う者

※ＰＣＲ陽性等診断
が確定前の者

・利用者等に発生した
場合、「相談セン
ター」に電話連絡し、
指示を受ける

・速やかに管理者等に
報告し、施設内で情
報共有

・指定権者、家族等に
報告

・主治医及び居宅介護
支援事業所に報告

・利用者等に発生
した場合、当該施
設等において、感
染が疑われる者と
の濃厚接触が疑わ
れる者を特定

・特定した利用者
について居宅介護
支援事業所に報告

・「相談センター」に電話連絡し、指示を受ける

濃厚接触
者

保健所が特定

・感染者と同室・長
時間接触

・感染者の気道分泌
液等に直接接触

－ － －

・自宅待機を行い、保健
所の指示に従う

・職場復帰時期について
は、発熱等の症状の有
無等も踏まえ、保健所
の指示に従う ・自宅待機を行い、保健所の指示に従う。居宅介護

支援事業所は、保健所と相談し、生活に必要なサー
ビスを確保

・短期入所においては、必要に応じ、入所施設・居
住系サービスと同様の対応

感染が疑
われる者
との濃厚
接触が疑
われる者

施設等が特定

・「感染が疑われる
者」と同室・長時
間接触

・「感染が疑われる
者」の気道分泌液
等に直接接触

－ － －

・発熱等の症状がある場
合は、自宅待機を行い、
保健所の指示に従う。
復帰時期については上
欄に同じ

・発熱等の症状がない場
合は、保健所と相談の
上、疑われる職員数等
の状況も踏まえ対応

２．新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組 通所系等
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利用者の状況に応じた対応について（訪問系）

(1)施設等における
取組

（感染症対策の再徹底）
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携して推進

○ 積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、ケア記録、勤務表の記録等を準備

(2)職員の取組

（感染症対策の再徹底）
○ 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消
毒等を徹底

○ 出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底

○ 感染が疑われる場合は、「 新型コロナウイルス 感染症についての相談・受診の目安」を踏まえて適切に対応

○ 職場外でも感染拡大を防ぐための取組が重要。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の
対応を徹底

(3)ケア等の実施時
の取組

（基本的な事項）
○ サービス提供に先立ち、本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診
の目安」を踏まえた対応について」を踏まえた適切な相談及び受診を行うよう促すとともに、サービス提供時は以下の点に留意
・ 保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサー
ビスの提供を継続

・ 基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行う

・ サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エ
チケットを徹底。事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫

・ 可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応

１．感染防止に向けた取組

訪問系
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定義
(1)情報共有
・報告等

(2)消毒
・清掃等

(3)積極的疫学調
査への協力等

(4)感染者への対応／(5)濃厚接触者への対応

職員 利用者

感染者
医療機関が特定

・ＰＣＲ陽性の者

・利用者等に発生した
場合、速やかに管理
者等に報告し、施設
内で情報共有

・指定権者、家族等に
報告

・主治医及び居宅介護
支援事業所に報告

－

・利用者等に発生
した場合、保健所
の指示に従い、濃
厚接触者の特定に
協力

・可能な限り利用
者のケア記録を提
供等

・原則入院
（症状等によっては自治
体の判断に従う）

・原則入院。高齢者や基礎疾患を有する者等以外の
者については症状等によっては自治体の判断

感染が疑
われる者

施設等が判断

・風邪の症状や37.5
度以上の発熱が２
日程度続いている
者又は強いだるさ
や息苦しさがある
者、医師が総合的
に判断した結果感
染を疑う者

※ＰＣＲ陽性等診断
が確定前の者

・利用者等に発生した
場合、「相談セン
ター」に電話連絡し、
指示を受ける

・速やかに管理者等に
報告し、施設内で情
報共有

・指定権者、家族等に
報告

・主治医及び居宅介護
支援事業所に報告

・利用者等に発生
した場合、当該施
設等において、感
染が疑われる者と
の濃厚接触が疑わ
れる職員を特定

・「相談センター」に電話連絡し、指示を受ける

濃厚接触
者

保健所が特定

・適切な防護無しに
感染者を看護、介
護

・感染者の気道分泌
液等に直接接触

－ － －

・自宅待機を行い、保健
所の指示に従う

・職場復帰時期について
は、発熱等の症状の有
無等も踏まえ、保健所
の指示に従う

・居宅介護支援事業所等が、保健所と相談し、生活
に必要なサービスを確保。その際、保健所とよく相
談した上で、訪問介護等の必要性を再度検討

・検討の結果、必要性が認められ、サービスを提供
することとなる場合には、以下の点に留意

基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に
重篤化するおそれが高いため、勤務上配慮

サービス提供時は、 保健所とよく相談した上で、
その支援を受けつつ、訪問時間を可能な限り短く
する等、感染防止策を徹底。サービス提供前後に
おける手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、
必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行う
と同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感
染機会を減らすための工夫

※サービス提供時及び個別ケア等実施時の留意点は
別添のとおり

感染が疑
われる者
との濃厚
接触が疑
われる者

施設等が特定

・適切な防護無しに
「感染が疑われる
者」を看護、介護

・「感染が疑われる
者」の気道分泌液
等に直接接触

－ － －

・発熱等の症状がある場
合は、自宅待機を行い、
保健所の指示に従う

・発熱等の症状がない場
合であっても、保健所
と相談の上、可能な限
りサービス提供を行わ
ないことが望ましい

２．新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組 訪問系
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【入所施設・居住系】

＜個別のケア等の実施に当たっての留意点＞
濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意する。

(ⅰ)食事の介助等
・ 食事介助は、原則として個室で行う
・ 食事前に利用者に対し、（液体）石けんと流水による手洗い等を実施
・ 食器は使い捨て容器を使用するか、または、濃厚接触者のものを分けた上で、熱水洗浄が可能な自動食器洗浄機を使用
・ まな板、ふきんは、洗剤で十分洗い、熱水消毒するか、次亜塩素酸ナトリウム液に浸漬後、洗浄

(ⅱ)排泄の介助等
・ 使用するトイレの空間は分ける
・ おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、マスク、使い捨てエプロンを着用
・ おむつは感染性廃棄物として処理
※ ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とする。（使用後ポータブルトイレは洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液等で処理）

(ⅲ)清潔・入浴の介助等
・ 介助が必要な場合は、原則として清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は熱水洗濯機（80℃10分間）で洗浄後、乾燥を行うか、また
は、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥

・ 個人専用の浴室で介助なく入浴ができる場合は、入浴を行ってもよい。その際も、必要な清掃等を実施

(ⅳ)リネン・衣類の洗濯等
・ 当該利用者のリネンや衣類については、その他の利用者と必ずしも分ける必要はないが、熱水洗濯機（80℃10分間）で処理し、洗浄後乾
燥させるか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥

・ 当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のゴミの処理は、ビニール袋に入れて感染性廃棄物として処理

別添
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【訪問系】

＜サービス提供にあたっての留意点＞
・ 自身の健康管理に留意し、出勤前に各自で体温を計測して、発熱や風邪症状等がある場合は出勤しない
・ 濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応
・ 訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫。やむを得ず長時間の見守り等を行う場合は、可能な範囲で当該利用者との距離を保つように
工夫

・ 訪問時には、換気を徹底
・ ケアに当たっては、職員は使い捨て手袋とマスクを着用。咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル、
使い捨てエプロン、ガウン等を着用

・ 体温計等の器具については、消毒用体温計等の器具については、消毒用エタノールで清拭
・ サービス提供開始時と終了時に、（液体）石けんと流水による手洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施。手指による手指消
毒を実施。手指消毒の前に顔（目・鼻・口）を触らないように注意。「１ケア１手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする

＜個別のケア等の実施に当たっての留意点＞
濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意すること。

(ⅰ)食事の介助等
・ 食事前に利用者に対し、（液体）石けんと流水による手洗い等を実施
・ 食事は使い捨て容器を使用するか、自動食器洗浄器の使用、または、洗剤での洗浄を実施
・ 食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫

(ⅱ) 排泄の介助等
・ おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、マスク使い捨てエプロンを着用

(ⅲ) 清潔・入浴の介助等
・ 介助が必要な者（訪問入浴介護を利用する者を含む）については、原則清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は、手袋とマスクを着
用し、一般定な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾燥させる

(ⅳ) 環境整備
・ 部屋の清掃を行う場合は、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥。な
お、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレ
のドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭、または、次亜塩素酸ナトリウム液（0.05％）で清拭後、水拭きし、乾燥

別添
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（参考） 

 

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応に係る事務連絡等 

 

社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続す

る上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要

な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。利用者への各種サービスの提

供に当たっては、次の（１）から（９）までの事項について十分に理解した上で、適切

に対応いただきたい。 

  

（１）基本的な事項 

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策（咳エチケット、手洗い、アルコー

ル消毒等）、流行地域からの帰国者等の取扱い、新型コロナウイルス感染症が発

生した場合の対応等については、次の事務連絡を参照すること。 

・ 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（その２）（令

和２年２月 14 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事

務連絡）【参考１－１】 

・ 社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の

対応について（令和２年２月 18 日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事

務連絡）【参考１－２】 

 ・ 「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等

の対応について（令和２年２月 18日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて（令

和２年２月 21日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）【参考１－

３】 

・ 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について（令和

２年２月 23日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）【参考１

－４】 

・ 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（令和２年３

月 19日現在）（令和２年３月 19日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか事

務連絡）【参考１－５】 

・ 「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象

並びに自治体における対応に向けた準備について」等の周知について（令和２

年４月３日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）【参考１－６】 

 

（２）感染拡大防止に関する事項 

職員や利用者の体温計測及び発熱等の症状がある場合の対応、面会制限や委託

業者等への対応等、感染拡大防止のための対応については、次の事務連絡等を参

照すること。 

・ 社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防止

のための留意点について（令和２年２月 24 日厚生労働省健康局結核感染症課

ほか連名事務連絡）【参考２－１】 



・ 社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスを除く。）における感染拡大防止

のための留意点について（令和２年２月 24 日厚生労働省健康局結核感染症課

ほか連名事務連絡）【参考２－２】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応につ

いて（令和２年２月 25 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

事務連絡）【参考２－３】 

・ 認知症対応型共同生活介護事業所における新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のための対応について（令和２年２月 27 日厚生労働省老健局総務課

認知症施策推進室事務連絡）【参考２－４】 

・ 有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため

の対応について（令和２年２月 27 日厚生労働省老健局高齢者支援課、国土交

通省住宅局安心居住推進課連名事務連絡）【参考２－５】 

・ 共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた

めの対応について（令和２年２月 28 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

部障害福祉課地域生活支援推進室事務連絡）【参考２－６】 

・ 福祉型障害児入所施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ための対応について（令和２年２月 28 日厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室事務連絡）【参考２－７】 

・ 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理（2020 年２月 21 日国立感染症

研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター）【参考２－８】 

・ 介護予防・日常生活支援総合事業等における新型コロナウイルスへの対応に

ついて（令和２年３月３日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務

連絡）【参考２－９】 

・  市町村が措置を行う場合における新型コロナウイルスの感染拡大防止のた

めの対応について（令和２年３月６日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進

室ほか事務連絡）【参考２－10】 

・ 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和２年３

月６日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）【参考２－11】 

・ 「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防

止のための留意点について（令和２年２月 24日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａ

について（令和２年３月６日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）【参

考２－12】 

・ 社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」

の周知について（令和２年３月９日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合

対策室ほか事務連絡）【参考２－13】 

・ 「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（令和２年 

３月６日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて（令和２年３月 16日厚生労働

省健康局結核感染症課ほか事務連絡）【参考２－14】 

・ 社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組の徹底について（令和２

年３月 19日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）【参考２－15】 

・ 社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集団発生防止に係る注意喚

起の周知について（令和２年３月 25 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化



総合対策室ほか事務連絡）【参考２－16】 

・ 社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしま

しょう。」の周知について（令和２年３月 31日厚生労働省子ども家庭局総務課

少子化総合対策室ほか事務連絡）【参考２－17】 

 

（３）職員の確保に関する事項 

職員の確保が困難な場合の対応については、次の事務連絡を参照すること。 

・ 社会福祉施設等における職員の確保について（令和２年２月 17日厚生労働省

子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡）【参考３】 

 

（４）衛生用品の確保に関する事項 

マスク、アルコール消毒等の衛生用品については、次の事務連絡を参照するこ

と。 

・ 新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク・消毒用アルコー

ル等の高齢者施設等への供給について（令和２年２月 21 日厚生労働省医政局

経済課ほか連名事務連絡）【参考４－１】 

・ 高齢者施設等におけるマスク・消毒用アルコール等に係る充足状況の把握に

ついて（依頼）（令和２年３月４日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡）

【参考４－２】 

・ 各都道府県等におけるマスク・消毒用アルコール等の備蓄状況及び高齢者施

設等に対する対応状況の把握について（依頼）（令和２年３月４日厚生労働省

医政局経済課ほか連名事務連絡）【参考４－３】 

・ 都道府県等におけるマスク･消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出につい

て（依頼）（令和２年３月 12日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか

連名事務連絡）【参考４－４】 

・ 新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノール 

の優先供給について（令和２年３月 13 日厚生労働省医政局経済課ほか連名事

務連絡）【参考４－５】 

・ 都道府県等におけるマスク･消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出につい

て（依頼）（令和２年３月 13日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策

室ほか連名事務連絡）【参考４－６】 

・ 介護施設等に対する布製マスクの配布について（令和２年３月 18日厚生労働

省医政局経済課（マスク等物資対策班）ほか連名事務連絡）【参考４－７】 

・ 高齢者施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について（令

和２年３月 19 日厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）ほか連名事

務連絡）【参考４－８】 

・ 「布製マスクの配布に関する電話相談窓口」の設置等について（令和２年３

月 25 日厚生労働省医政局経済課（マスク等物資対策班）ほか連名事務連絡）

【参考４－９】 

・ 医療機関等における手指消毒用エタノールの代替品としての特定アルコール

（高濃度エタノール）の希望調査について（令和２年３月 30 日厚生労働省医

政局経済課ほか連名事務連絡）【参考４－10】 



・ 新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用

品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給について（令和２年４月７日厚生労働

省医政局経済課ほか連名事務連絡）【参考４－11】 

 

（５）要介護認定に関する事項 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、次

の事務連絡を参照すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（令

和２年２月 18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）【参考５－１】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（そ

の２）（令和２年２月28日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）【参考５－２】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（そ

の３）（令和２年３月13日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）【参考５－３】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（そ

の４）（令和２年４月７日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）【参考５－４】 

 

（６）介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに

関する事項 

介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについては、次

の事務連絡を参照すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（令和２年２月 17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進

室ほか連名事務連絡）【参考６－１】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第２報）（令和２年２月 24 日厚生労働省老健局総務課認知

症施策推進室ほか連名事務連絡）【参考６－２】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第３報）（令和２年２月 28 日厚生労働省老健局総務課認知

症施策推進室ほか連名事務連絡）【参考６－３】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第４報）（令和２年３月６日厚生労働省老健局総務課認知症

施策推進室ほか連名事務連絡）【参考６－４】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第５報）（令和２年３月 26 日厚生労働省老健局総務課認知

症施策推進室ほか連名事務連絡）【参考６－５】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的

な取扱いについて（第６報）（令和２年４月７日厚生労働省老健局総務課認知症

施策推進室ほか連名事務連絡）【参考６－６】 

 

 

（７）障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱

いに関する事項 



障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱い

については、次の事務連絡を参照すること。 

・ 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について

（令和２年２月 20日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連

絡）【参考７－１】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて（第２報）（令和２年２月 20 日厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－２】 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害者（児）への相談支援

の実施等について（令和２年２月 25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課事務連絡）【参考７－３】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後

等デイサービス事業所等の対応について（令和２年２月 27日厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－４】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後

等デイサービス事業所等の対応について（その２）（令和２年２月 28 日厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－５】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後

等デイサービス事業所等の対応について（その３）（令和２年２月 28 日厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－６】 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援専門員等研修の臨

時的な取扱いについて（令和２年２月 28日厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－７】 

・ 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について

（第２報）（令和２年２月 28 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課事務連絡）【参考７－８】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課

後等デイサービスに係るＱ＆Ａについて（令和２年３月３日厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－９】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いに

ついて（令和２年３月５日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

ほか連名事務連絡）【参考７－10】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後

等デイサービス事業所等の対応について（その４）（令和２年３月６日厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－11】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後

等デイサービス事業所等への財政支援制度について（令和２年３月６日厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－12】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての重症心

身障害児や医療的ケア児等の受け入れについて（令和２年３月６日厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－13】 

・ 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について



（第３報）（令和２年３月９日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

課事務連絡）【参考７－14】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて（第３報）（令和２年３月 10 日厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－15】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後

等デイサービス事業所等の対応について（その５）（令和２年３月 13 日厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－16】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後

等デイサービス事業所等の対応について（その６）（令和２年３月 19 日厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－17】 

・ 訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について（令和

２年３月 19 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）

【参考７－18】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための小学校の臨時休業に関連した放課後

等デイサービスに係るＱ＆Ａについて（３月 24日版）（令和２年３月 24日厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－19】 

・ 障害者支援施設における感染拡大防止と発生時の対応について（令和２年３

月 30 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７

－20】 

・ 学校の教育活動再開に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応につ

いて（令和２年３月 31日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事

務連絡）【参考７－21】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての児童通

所支援事業所の対応について（令和２年４月２日厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部障害福祉課事務連絡）【参考７－22】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応につ

いて（その２）（令和２年４月３日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害

福祉課事務連絡）【参考７－23】 

 

 （８）児童福祉施設等の人員配置基準等の取扱いについては、次の事務連絡を参照す

ること。 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る児童入所施設等の人員基準等の臨時的な取

扱いについて（令和２年２月 18 日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連

絡）【参考８－１】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る児童自立支援施設通所及び児童心理治療施

設通所部の臨時的な取扱いについて（令和２年２月 20 日厚生労働省子ども家

庭局家庭福祉課事務連絡）【参考８－２】 

・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての児童養

護施設等の対応について（令和２年２月 28 日厚生労働省子ども家庭局家庭福

祉課事務連絡）【参考８－３】 

・  社会的養護処遇改善加算の研修受講要件の取扱いについて（令和２年３月 18



日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連絡）【参考８－４】 

 

 （９）その他の事項 

   （１）～（８）以外に関する事項について、事務連絡は下記の通りである。 

   ・ 新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求（３月提出分及び４月提

出分）の取扱いについて（依頼）（令和２年３月５日厚生労働省老健局総務課認知

症施策推進室ほか事務連絡）【参考９－１】 

   ・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障

害児の受入れについて（令和２年３月６日厚生労働省社会・援護局保健福祉部障害

福祉課ほか事務連絡）【参考９－２】 

   ・ 介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について（令和２年３月６日厚

生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）【参考９－３】 

   ・ 「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策－第２弾－」の周知について（令

和２年３月 10 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡）【参考

９－４】 

   ・ 新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した介護施

設・事業所内保育施設の活用について（令和２年３月 10日厚生労働省社会・援護

局福祉基盤課福祉人材確保対策室ほか事務連絡）【参考９－５】 

   ・ 新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた社会福祉

施設等を運営する中小企業・小規模事業者への対応について（周知）（令和２年３

月 17日厚生労働省労働基準局監督課ほか事務連絡）【参考９－６】 

   ・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について（令和２

年３月 19日厚生労働省老健局振興課ほか事務連絡）【参考９－７】 

   ・ セーフティネット保証５号の対象業種（ 社会福祉施設等関連）の指定について

（令和２年３月 24日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか事務連

絡）【参考９－８】 

   ・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について（その２）

（令和２年３月 27日厚生労働省老健局振興課ほか事務連絡）【参考９－９】 

   ・ セーフティネット保証５号対象業種（老人福祉・介護関係）の追加指定について

（令和２年３月 31日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡）【参

考９－10】 

   ・ 介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について（その２）（令和２年

４月７日厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）【参考９－11】 

 

 

  



 

  

 （児童養護施設等に関するお問い合わせ） 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６８） 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９７６、４９７７） 

 

（保護施設に関するお問い合わせ） 

厚生労働省社会・援護局保護課 

ＴＥＬ：０３―５２５３－１１１１（内線２８３３） 

 

（障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３０２２） 

 

（介護保険サービスに関するお問い合わせ） 

・介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護等について 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

・訪問介護、通所介護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護等について 

・認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護等について 

厚生労働省老健局振興課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９３７、３９７９） 

・介護老人保健施設、介護医療院、介護予防通所リハビリ等について 

厚生労働省老健局老人保健課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 
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